
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

五

年

第

四

五

七

号

十
月
三
十
一
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定  

一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧  

一

森
林
法
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
の
決
定
及
び
縦
覧  

一

森
林
法
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
及
び
縦
覧  

二

解
除
予
定
保
安
林
（
二
件
）  

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除  

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定  

三

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）  

三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名
指　

定　

理　

由

令
五
・

　

一
〇
・
一
七
映　

画
裸
の
タ
イ
ガ
ー　

エ
ロ
ス
狩
り

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

〃

〃

悶
々
法
人　

バ
リ
キ
ャ
リ
男
喰
い

オ
ー
ピ
ー
映
画
な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

癒
し
の
遊
女　

濡
れ
舌
の
蜜

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備

事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
中
山
間

地
域
型
）
）

（
区
画
整
理
・
暗
渠
排
水
・
農
業

用
用
排
水
施
設
整
備
）

竹
田
津
干

拓
地
区

令
五
・
一
〇
・
三
一
か
ら

令
五
・
一
一
・
二
〇
ま
で

国
東
市
役
所

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
森
林
計
画

区
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
を
立
て
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告

し
、
そ
の
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
計
画
書
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
理
由
を
付
し
た

文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

森
林
計
画
区

　

  　

大
分
北
部
森
林
計
画
区
（
別
府
市
、
中
津
市
、
豊
後
高
田
市
、
杵
築
市
、
宇
佐
市
、
国
東
市
、
姫
島
村

及
び
日
出
町
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
林
務
管
理
課
及
び
関
係
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部



令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
森
林
計
画

区
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告

し
、
そ
の
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

  

な
お
、
こ
の
計
画
書
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
理
由
を
付
し
た

文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

森
林
計
画
区

　

  　

大
分
中
部
森
林
計
画
区
（
大
分
市
、
臼
杵
市
、
津
久
見
市
、
竹
田
市
、
豊
後
大
野
市
及
び
由
布
市
）

　
　

大
分
南
部
森
林
計
画
区
（
佐
伯
市
）

　
　

大
分
西
部
森
林
計
画
区
（
日
田
市
、
九
重
町
及
び
玖
珠
町
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
林
務
管
理
課
及
び
関
係
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部
又
は
農
山
村
振
興
部

三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上
字
藤
ノ
尾
四
〇
七
四
番
八
〇
か
ら
四
〇
七
四
番
八
五
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

  　

佐
伯
市
本
匠
大
字
山
部
字
コ
ミ
ノ
花
落
畑
二
五
五
一
番
二
、
字
中
畑
上
二
五
五
三
番
三
、
二
五
五
四
番

四
、
二
五
五
四
番
五
、
字
山
ノ
神
二
五
五
五
番
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

事
項

備　
　

考

下
河
原

②
A

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

急
傾
斜

地
の
崩

壊

令
和
二

年
九
月

二
十
五

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」

は
、
省
略
し
、

竹
田
土
木
事
務



令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

湯

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

日
大
分

県
告
示

第
五
百

五
十
二

号

所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

備　

考

下
河
原

②
A

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
竹
田
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

新
設
特
別
支
援
学
校
厨
房
機
器　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
九
月
十
二
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

大
分
冷
機
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

池　

田　

成　

二

　
　

大
分
市
大
字
片
島
三
百
八
十
三
番
地
の
二

五　

落
札
金
額

　
　

三
千
八
百
五
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
八
月
一
日

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
電
機
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

大
分
営
業
所　

所
長　

森　

山　

信　

次

　
　

大
分
市
寿
町
五
番
二
十
号

五　

落
札
金
額

　
　

二
千
七
百
七
十
二
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

 　
　

令
和
五
年
八
月
八
日


